
【資料第２号】 

（参照）在宅医療・介護連携推進事業の手引き ver.3（令和２年 9 月 厚生労働省老健局老人保険課作成） 

在宅医療・介護連携推進事業の概要について 

  

【区の取組】 

・地区医師会に「在宅療養支援連携相談

窓口」を設置 

・各包括に「医療連携相談窓口」を設置 

 

【区の取組】 

・「在宅医療講演会」の開催 

・かかりつけマップ、退院支援ガイドブック

の作成、医療機関情報検索システムの運用 

【区の取組】 

・地区医師会に多職種ネットワーク運営委

員会を設置 

・地域ケア会議の開催 

【区の取組】 

・ICTツール（MCS）の運用 

 

【区の取組】 

『高齢者・介護保険事業計画』 

「地域包括ケアシステムの実現に向けた

取組」の重点的取組事項として、「在宅医

療・介護連携の推進」を位置づけ。 

 


